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京都市の家庭ごみの収集区分京都市の家庭ごみの収集区分京都市の家庭ごみの収集区分京都市の家庭ごみの収集区分
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◆◆◆◆ コミュニティ回収コミュニティ回収コミュニティ回収コミュニティ回収

古紙，雑がみなどの資源

化可能なごみや，古着など

の資源物を地域で集団回収

していただく「コミュニ

ティ回収制度」を実施し，

登録団体に助成金を交付

◆◆◆◆ 雑がみの分別・リサイ雑がみの分別・リサイ雑がみの分別・リサイ雑がみの分別・リサイ

クルクルクルクル（H26.6～）

①コミュニティ回収

②古紙回収業者による回収

③（①，②を利用すること

が難しい場合）「小型金

属類・スプレー缶」の収

集と同じ日時・同じ場所

での回収

の3つの回収方法を柱とし

た「京都ならではの雑が

みの分別・リサイクル」

を全市でスタート

� 平成平成平成平成 ９年１０月９年１０月９年１０月９年１０月 缶・びん・ペットボトル分別収集缶・びん・ペットボトル分別収集缶・びん・ペットボトル分別収集缶・びん・ペットボトル分別収集
� ９年１０月９年１０月９年１０月９年１０月 大型ごみ収集有料化（申込制）大型ごみ収集有料化（申込制）大型ごみ収集有料化（申込制）大型ごみ収集有料化（申込制）
� １４年１０月１４年１０月１４年１０月１４年１０月 小型金属類分別収集（１９年１０月からスプレー缶を追加）小型金属類分別収集（１９年１０月からスプレー缶を追加）小型金属類分別収集（１９年１０月からスプレー缶を追加）小型金属類分別収集（１９年１０月からスプレー缶を追加）
� １８年１８年１８年１８年１０月１０月１０月１０月 家庭ごみ有料指定家庭ごみ有料指定家庭ごみ有料指定家庭ごみ有料指定袋制袋制袋制袋制
� １９年１０月１９年１０月１９年１０月１９年１０月 プラスチック製容器包装分別収集プラスチック製容器包装分別収集プラスチック製容器包装分別収集プラスチック製容器包装分別収集
� ２５年２５年２５年２５年 ９月９月９月９月 「移動式拠点回収」を本格実施「移動式拠点回収」を本格実施「移動式拠点回収」を本格実施「移動式拠点回収」を本格実施
� ２６年２６年２６年２６年 ６月６月６月６月 雑がみ分別・リサイクルの全市展開雑がみ分別・リサイクルの全市展開雑がみ分別・リサイクルの全市展開雑がみ分別・リサイクルの全市展開



家庭ごみ有料家庭ごみ有料家庭ごみ有料家庭ごみ有料指定指定指定指定袋制の概要袋制の概要袋制の概要袋制の概要

収集区分収集区分収集区分収集区分 大きさ大きさ大きさ大きさ 価格（手数料）価格（手数料）価格（手数料）価格（手数料） 色色色色

燃やすごみ
（週２回）

５ ５ 黄色・半透明

１０ １０

２０ ２０

３０ ３０

４５ ４５

資源ごみ（①缶・びん・
ペットボトル，②プラス
チック製容器包装）
（それぞれ週１回）

１０ ５ 無色・透明

２０ １０

３０ １５

４５ ２２

小型金属類・スプレー缶
（月１回）

自由 無料 中の見える透明な袋に
「金属」と表示
して排出

2※ 大型ごみの収集は，電話による事前申込制で，品目ごとに400円～2,400円の手数料を設定

■ 制度の目的

家庭ごみの減量促進家庭ごみの減量促進家庭ごみの減量促進家庭ごみの減量促進と費用負担の公平化費用負担の公平化費用負担の公平化費用負担の公平化を図るために導入

■ 有料指定袋の販売収入（手数料収入）の使途

①ごみ減量・リサイクルの推進①ごみ減量・リサイクルの推進①ごみ減量・リサイクルの推進①ごみ減量・リサイクルの推進，②まちの美化の推進②まちの美化の推進②まちの美化の推進②まちの美化の推進，③地球温暖化対策③地球温暖化対策③地球温暖化対策③地球温暖化対策の３つの分野３つの分野３つの分野３つの分野

の事業に活用



■ 京都市廃棄物減量等推進審議会に諮問

～指定袋制導入の具体的あり方～（平成１６年５月）

○ 答申案の審議 ～有料指定袋制を提言～（平成１７年６月）

■ 京都市廃棄物減量等推進審議会からの答申（平成１７年８月）

有料指定有料指定有料指定有料指定袋制の導入経過袋制の導入経過袋制の導入経過袋制の導入経過 ～京都市廃棄物減量等推進審議会～～京都市廃棄物減量等推進審議会～～京都市廃棄物減量等推進審議会～～京都市廃棄物減量等推進審議会～
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■ 京都市循環型社会推進基本計画 ～京のごみ戦略２１～（平成１５年１２月策定）

焼却・リサイクル重視の施策から，循環型社会形成推進基本法（平成１２年）循環型社会形成推進基本法（平成１２年）循環型社会形成推進基本法（平成１２年）循環型社会形成推進基本法（平成１２年）に掲げる

「ごみの発生抑制」を最優先「ごみの発生抑制」を最優先「ごみの発生抑制」を最優先「ごみの発生抑制」を最優先させる，新たな「循環型社会」構築に向けた取組をスタート

検討部会を設置し，検討部会を設置し，検討部会を設置し，検討部会を設置し，
８回にわたって審議８回にわたって審議８回にわたって審議８回にわたって審議

○ 計画における指定袋制の導入に関する施策

・ 分別マナーの徹底と市民のごみに対する意識向上を図るため，透明指定袋制の導入を検討

・ 一層のごみ減量と負担の公平化を図るため，家庭ごみ収集・処理コスト負担のあり方を検討

・・・・ 中間まとめ（平成１６年１１月）中間まとめ（平成１６年１１月）中間まとめ（平成１６年１１月）中間まとめ（平成１６年１１月）
・・・・ 青空タウンミーティング（平成１６年１１月）青空タウンミーティング（平成１６年１１月）青空タウンミーティング（平成１６年１１月）青空タウンミーティング（平成１６年１１月）
・・・・ 市民アンケート調査（平成１６年１２月）市民アンケート調査（平成１６年１２月）市民アンケート調査（平成１６年１２月）市民アンケート調査（平成１６年１２月）

・・・・ 答申案についてパブリックコメント実施答申案についてパブリックコメント実施答申案についてパブリックコメント実施答申案についてパブリックコメント実施
３０２通，８１７件３０２通，８１７件３０２通，８１７件３０２通，８１７件



■ 中央環境審議会 ～「循環型社会の形成に向けた市町村による一般廃棄物の処理の在り

方」について審議 ～（平成１６年５月～）

■ 意見具申 ～ 「家庭ごみ有料化の推進」などを提言 ～ （平成１７年２月）

有料指定有料指定有料指定有料指定袋制の導入経過袋制の導入経過袋制の導入経過袋制の導入経過 ～国の動向～～国の動向～～国の動向～～国の動向～

■ 廃棄物処理法に基づく基本方針の改正（平成１７年５月）

市町村の役割として，「経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排出抑制や再生利用の推進，

排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進めるため，一般廃棄物処理の有料化の推進を図る

べきである。」との記載を追加 4



有料指定有料指定有料指定有料指定袋制の導入経過袋制の導入経過袋制の導入経過袋制の導入経過 ～市の基本方針の公表～～市の基本方針の公表～～市の基本方針の公表～～市の基本方針の公表～
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■ 有料化の目的

■ 市民サービスの一層の向上

※ 不法投棄対策，「お試し袋」や「ごみ辞典」の事前配布なども記載

※ 分別協力率の向上，費用負担の公平化なども記載

■ 袋の大きさや種類，価格



有料指定有料指定有料指定有料指定袋制の導入経過袋制の導入経過袋制の導入経過袋制の導入経過 ～意見募集・意見交換会～～意見募集・意見交換会～～意見募集・意見交換会～～意見募集・意見交換会～
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■ 市民意見募集（パブリックコメント）

・ 募集期間：平成１７年１０月３日～１１月２日

・ 周知方法：市民しんぶん，区役所等でのビラ配布，ホームページ，報道等

・ 募集結果：７６３通，２，１０３件２，１０３件２，１０３件２，１０３件

■ 意見交換会

・ 実施期間：平成１７年１０月４日～１２月１９日

・ 周知方法：市民しんぶん，区役所等でのビラ配布，ホームページ，全戸配布ビラ，

回覧板，ポスター等

・ 実施結果：２１２回。参加人数７，２７９人

・ 意見数 ：２，６１２件２，６１２件２，６１２件２，６１２件（意見交換会で発言された意見の数）

・ 意見書数：４，６４８通，７，１００件７，１００件７，１００件７，１００件（意見交換会で提出された意見書の数）

■ その他（出前トーク，各区ふれあいまつり など）

・ 意見書数：２６６通，４４４件４４４件４４４件４４４件



有料指定有料指定有料指定有料指定袋制の導入経過袋制の導入経過袋制の導入経過袋制の導入経過 ～市の最終方針の公表①～～市の最終方針の公表①～～市の最終方針の公表①～～市の最終方針の公表①～
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基本方針への意見募集，意見交換会等で寄せられた市民の皆様の御意見を踏まえ，

・ 有料指定袋の価格及び容量有料指定袋の価格及び容量有料指定袋の価格及び容量有料指定袋の価格及び容量

・ 有料指定袋制の実施に伴う新たな環境施策有料指定袋制の実施に伴う新たな環境施策有料指定袋制の実施に伴う新たな環境施策有料指定袋制の実施に伴う新たな環境施策

・ 主な市民意見に対する本市の考え方主な市民意見に対する本市の考え方主な市民意見に対する本市の考え方主な市民意見に対する本市の考え方

などをとりまとめた

「家庭ごみ収集における有料指定袋制導入の最終方針について」を公表（平成１８年１月）

■ 有料指定袋の価格及び容量

「袋の価格が高い」，「小さい容量の袋が必要」などの意見を踏まえ，基本方針から内容を変更

■ 有料指定袋の実施に伴う新たな環境施策

有料指定袋制による手数料収入を活用し，「脱温暖化社会」「循環型社会」の構築に向け，ごみ減量

の推進を基本として，環境意識の向上，まちの美化の推進につながる施策を検討

種類種類種類種類 透明度透明度透明度透明度
基本方針基本方針基本方針基本方針 最終方針最終方針最終方針最終方針

容量 価格 容量 価格

燃やすごみ 半透明 ４５㍑ ５０円

⇒

４５㍑ ４５円

３０㍑ ３０円 ３０㍑ ３０円

１０㍑ １０円 １０㍑ １０円

－ － ５㍑ ５円

資源ごみ 透明 ４５㍑ ２５円 ４５㍑ ２２円

３０㍑ １５円 ３０㍑ １５円

－ － ２０㍑ １０円



有料指定有料指定有料指定有料指定袋制の導入経過袋制の導入経過袋制の導入経過袋制の導入経過 ～市の最終方針の公表②～～市の最終方針の公表②～～市の最終方針の公表②～～市の最終方針の公表②～

8

■ 主な市民意見と京都市の考え方①

指定袋の価格・容量について指定袋の価格・容量について指定袋の価格・容量について指定袋の価格・容量について

主な意見主な意見主な意見主な意見 京都市の考え方京都市の考え方京都市の考え方京都市の考え方

・ 袋の価格が高い。
・ 小さいサイズの袋がほしい。

・ １㍑１円を基本としつつ，４５㍑を５０円か
ら４５円に見直し

・ 燃やすごみの５㍑，資源ごみの２０㍑を追加

分別分別分別分別・リサイクルについて・リサイクルについて・リサイクルについて・リサイクルについて

主な意見主な意見主な意見主な意見 京都市の考え方京都市の考え方京都市の考え方京都市の考え方

・ 分別の徹底，リサイクル機会の拡大を図るべ
きである。

・ 電動式生ごみ処理機等購入助成制度を創設
・ 蛍光管の拠点回収制度を創設
・ 廃食用油，リターナブルびんなどの回収拠点

を拡大
・ コミュニティ回収（古紙等の集団回収）への

助成制度を創設
・ プラスチック製容器包装分別収集を全市拡大
・ 更なる分別拡大についても，環境負荷の面を

勘案しながら検討



有料指定有料指定有料指定有料指定袋制の導入経過袋制の導入経過袋制の導入経過袋制の導入経過 ～市の最終方針の公表③～～市の最終方針の公表③～～市の最終方針の公表③～～市の最終方針の公表③～
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■ 主な市民意見と京都市の考え方②

市民の意識改革や普及啓発の徹底について市民の意識改革や普及啓発の徹底について市民の意識改革や普及啓発の徹底について市民の意識改革や普及啓発の徹底について

主な意見主な意見主な意見主な意見 京都市の考え方京都市の考え方京都市の考え方京都市の考え方

・ 有料指定袋制度やごみの出し方等についての
普及啓発を徹底すべきである。

・ 有料化によるごみの減量効果に疑問を感じる。

・ 「事前無料配布指定ごみ袋」セット，「京の
ごみ減量事典」等の事前配布（全戸配布）

・ 町内会単位等でのきめ細やかな事前説明
・ ごみ減量効果，市民の意識・行動変化等の把

握・公表

事事事事業者責任について業者責任について業者責任について業者責任について

主な意見主な意見主な意見主な意見 京都市の考え方京都市の考え方京都市の考え方京都市の考え方

・ 市民より，事業者に負担をさせるべきである。
・ 過剰包装の指導や，トレーなどの回収を推進

するべきである。

・ 国や関係機関への要望を継続
・ 「京都市ごみ減量推進会議」（市民，事業者，

京都市のパートナーシップの団体）等を通じた，
事業者と連携した取組の強化

市民サービスの向上について市民サービスの向上について市民サービスの向上について市民サービスの向上について

主な意見主な意見主な意見主な意見 京都市の考え方京都市の考え方京都市の考え方京都市の考え方

・ 職員の意識・態度の向上，その他サービスの
向上が必要である。

・ 親切丁寧なごみ収集作業の充実など，効率的
で市民の皆様に満足いただけるサービスの提供
に向けて，取組を徹底



有料指定有料指定有料指定有料指定袋制の導入経過袋制の導入経過袋制の導入経過袋制の導入経過 ～市の最終方針の公表④～～市の最終方針の公表④～～市の最終方針の公表④～～市の最終方針の公表④～
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■ 主な市民意見と京都市の考え方③

不法不法不法不法投棄・不適正排出への的確な対応について投棄・不適正排出への的確な対応について投棄・不適正排出への的確な対応について投棄・不適正排出への的確な対応について

主な意見主な意見主な意見主な意見 京都市の考え方京都市の考え方京都市の考え方京都市の考え方

・ 不法投棄への危惧があるので，対策が必要で
ある。

・ 有料指定袋以外での排出への危惧があるので，
対策が必要である。

・ まち美化事務所の体制の強化や，市民の皆様
との連携により，不法投棄を許さない体制を構
築するなど対策を強化

・ 制度導入前の周知を徹底するとともに，制度
導入後は，不適正排出ごみへの傾向シールの貼
付などにより指導を徹底

環境環境環境環境美化ボランティア活動への配慮ついて美化ボランティア活動への配慮ついて美化ボランティア活動への配慮ついて美化ボランティア活動への配慮ついて

主な意見主な意見主な意見主な意見 京都市の考え方京都市の考え方京都市の考え方京都市の考え方

・ ボランティア等の自主的な美化活動にも有料
指定袋を使用することになれば，そうした活動
が停滞するおそれがある。

・ 美化活動を支援するための専用の袋を用意

生活困窮者や紙おむつを使用されている方への配慮について生活困窮者や紙おむつを使用されている方への配慮について生活困窮者や紙おむつを使用されている方への配慮について生活困窮者や紙おむつを使用されている方への配慮について

主な意見主な意見主な意見主な意見 京都市の考え方京都市の考え方京都市の考え方京都市の考え方

・ 介護が必要な高齢者など，社会的弱者への特
別な配慮が必要である。

・ ごみ減量の趣旨と福祉的側面とを考慮しつつ，
引き続き検討



有料指定有料指定有料指定有料指定袋制の導入経過袋制の導入経過袋制の導入経過袋制の導入経過 ～市の最終方針の公表～市の最終方針の公表～市の最終方針の公表～市の最終方針の公表⑤⑤⑤⑤～～～～
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■ 市民意見の詳細は，京都市情報館ホームページに掲載しています。

・・・・



有料指定有料指定有料指定有料指定袋制の導入経過袋制の導入経過袋制の導入経過袋制の導入経過 ～市会における審議・導入に向けた周知等～～市会における審議・導入に向けた周知等～～市会における審議・導入に向けた周知等～～市会における審議・導入に向けた周知等～
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■ 市民への事前説明の実施（平成１８年４月～９月）

・ 各種媒体を通じたＰＲ活動，地域で地域で地域で地域でのののの説明会（２，３００回以上）説明会（２，３００回以上）説明会（２，３００回以上）説明会（２，３００回以上）などを実施

・ ９月から１０月初旬にかけて，全庁体制で，ごみ集積場所での市民啓発，街頭啓発全庁体制で，ごみ集積場所での市民啓発，街頭啓発全庁体制で，ごみ集積場所での市民啓発，街頭啓発全庁体制で，ごみ集積場所での市民啓発，街頭啓発を

実施（約８５０人（延べ５，５００人））

■ 市会における審議（平成１８年２月市会）

・ 市の最終方針を踏まえた「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」の改正

案，予算案を提案

・ 平成１８年３月１７日に可決・成立

■ 「事前無料配布指定ごみ袋セット」の配布（平成１８年９月）

・ ２５枚・約６００円相当のセット２５枚・約６００円相当のセット２５枚・約６００円相当のセット２５枚・約６００円相当のセットを，「京のごみ減量事典」「京のごみ減量事典」「京のごみ減量事典」「京のごみ減量事典」，「ごみの出し方」ポス「ごみの出し方」ポス「ごみの出し方」ポス「ごみの出し方」ポス

ターターターターとともに全戸配布全戸配布全戸配布全戸配布

■ 有料指定袋制スタート（平成１８年１０月）

・ 全庁体制の啓発を１０月初旬も継続全庁体制の啓発を１０月初旬も継続全庁体制の啓発を１０月初旬も継続全庁体制の啓発を１０月初旬も継続するなど，制度定着に向けた普及啓発を継続実施



有料指定有料指定有料指定有料指定袋制導入後の変更点・追加措置袋制導入後の変更点・追加措置袋制導入後の変更点・追加措置袋制導入後の変更点・追加措置
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・ 有料指定袋の容量を追加有料指定袋の容量を追加有料指定袋の容量を追加有料指定袋の容量を追加するとともに，福祉対策福祉対策福祉対策福祉対策も実施

・ さらに，エコまちステーション開設を機に，転入者への指定袋「啓発セット」（９枚（各転入者への指定袋「啓発セット」（９枚（各転入者への指定袋「啓発セット」（９枚（各転入者への指定袋「啓発セット」（９枚（各

種１枚）・１６２円相当）の配布種１枚）・１６２円相当）の配布種１枚）・１６２円相当）の配布種１枚）・１６２円相当）の配布を開始（平成２２年４月～）

■ 有料指定袋の容量

■ 福祉対策（①・②はＨ１８．１２～。③はＨ１９．４～）

① 高齢者高齢者高齢者高齢者（家族介護用品給付事業の対象者）及び障害者障害者障害者障害者（重度障害者日常生活用具給付事

業の紙おむつ利用者）に，燃やすごみ用袋を配布燃やすごみ用袋を配布燃やすごみ用袋を配布燃やすごみ用袋を配布（30㍑×60枚/年or20㍑×90枚/年）

② 新生児新生児新生児新生児（１歳未満の子を養育する世帯）にも配布（ 30㍑×40枚/年or20㍑×60枚/年）

③ 在宅で腹膜透析在宅で腹膜透析在宅で腹膜透析在宅で腹膜透析を実施している方にも配布（ 30㍑×30枚/年or20㍑×45枚/年）

種類種類種類種類 透明度透明度透明度透明度
導入時導入時導入時導入時 現在現在現在現在

容量 価格 容量 価格

燃やすごみ 半透明 ４５㍑ ４５円

⇒

４５㍑ ４５円

３０㍑ ３０円 ３０㍑ ３０円

－ － ２０㍑ ２０円

１０㍑ １０円 １０㍑ １０円

５㍑ ５円 ５㍑ ５円

資源ごみ 透明 ４５㍑ ２２円 ４５㍑ ２２円

３０㍑ １５円 ３０㍑ １５円

２０㍑ １０円 ２０㍑ １０円

－ － １０㍑ ５円



有料指定有料指定有料指定有料指定袋制導入後袋制導入後袋制導入後袋制導入後のののの主なごみ減量施策主なごみ減量施策主なごみ減量施策主なごみ減量施策

� １８年１８年１８年１８年１０月１０月１０月１０月 家庭ごみ有料指定家庭ごみ有料指定家庭ごみ有料指定家庭ごみ有料指定袋制袋制袋制袋制
� １９年１０月１９年１０月１９年１０月１９年１０月 プラスチック製容器包装分別収集プラスチック製容器包装分別収集プラスチック製容器包装分別収集プラスチック製容器包装分別収集
� ２２年２２年２２年２２年 ４月４月４月４月 環境拠点「エコまちステーション」を各区役所・支所内に設置環境拠点「エコまちステーション」を各区役所・支所内に設置環境拠点「エコまちステーション」を各区役所・支所内に設置環境拠点「エコまちステーション」を各区役所・支所内に設置
� ２２年１０月２２年１０月２２年１０月２２年１０月 エコイベント実施要綱策定（２３年度からリユース食器導入助成）エコイベント実施要綱策定（２３年度からリユース食器導入助成）エコイベント実施要綱策定（２３年度からリユース食器導入助成）エコイベント実施要綱策定（２３年度からリユース食器導入助成）
� ２３年２３年２３年２３年 ６月６月６月６月 拠点回収品目の拡大拠点回収品目の拡大拠点回収品目の拡大拠点回収品目の拡大
� ２３年２３年２３年２３年 ８月８月８月８月 「「「「KYOTOKYOTOKYOTOKYOTOエコマネー」開始エコマネー」開始エコマネー」開始エコマネー」開始
� ２４年１０月２４年１０月２４年１０月２４年１０月 「生ごみ３キリ運動」開始「生ごみ３キリ運動」開始「生ごみ３キリ運動」開始「生ごみ３キリ運動」開始
� ２５年２５年２５年２５年 ７月７月７月７月 雑がみ分別実験雑がみ分別実験雑がみ分別実験雑がみ分別実験
� ２５年２５年２５年２５年 ９月９月９月９月 「移動式拠点回収」を本格実施「移動式拠点回収」を本格実施「移動式拠点回収」を本格実施「移動式拠点回収」を本格実施
� ２６年２６年２６年２６年 ６月６月６月６月 雑がみ分別・リサイクルの全市展開雑がみ分別・リサイクルの全市展開雑がみ分別・リサイクルの全市展開雑がみ分別・リサイクルの全市展開

� １８年 ４月 業者収集ごみ手数料減額措置を段階的に廃止
� ２０年 ４月 業者収集ごみ手数料改定（100ｋｇまでごとに500円→650円）
� ２０年１０月 告示産廃搬入上限量引下げ（一事業者あたり50ｔ／月→20ｔ／月）
� ２１年１０月 持込ごみ手数料再改定
� ２１年１０月 告示産廃受入停止
� ２２年２２年２２年２２年 ６月６月６月６月 業者収集ごみの透明袋業者収集ごみの透明袋業者収集ごみの透明袋業者収集ごみの透明袋制制制制
� ２３年 ４月 業者収集ごみ手数料改定（100ｋｇまでごとに650円→800円）
� ２４年 ４月 ごみ減量・３Ｒ活動優良事業所認定制度の創設
� ２６年 ４月 業者収集ごみ手数料改定（100ｋｇまでごとに800円→1,000円）

家庭ごみ

事業ごみ

（年号は平成）
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有料化有料化有料化有料化財源活用事業（平成２６年度）財源活用事業（平成２６年度）財源活用事業（平成２６年度）財源活用事業（平成２６年度）

家庭ごみ有料指定袋制は，ごみ減量・リサイクルの促進と費用負担の公平化を図るために実施しており，

有料指定袋の収入は，ごみ処理ではなく，市民の皆様に身近で環境にやさしい事業に活用

15

※ 以下，有料化財源活用事業の主な例



有料指定有料指定有料指定有料指定袋制導入前後袋制導入前後袋制導入前後袋制導入前後ののののごみ量ごみ量ごみ量ごみ量
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資源ごみ等 燃やすごみ 原単位

H18.10H18.10H18.10H18.10有料指定袋制導入有料指定袋制導入有料指定袋制導入有料指定袋制導入

30.7

25.6 24.8

22.9

(万トン) (g/人・日)

(左 軸) (右 軸)

家庭ごみ家庭ごみ家庭ごみ家庭ごみ
～資源も含めて大幅減，現在も減量効果が継続～～資源も含めて大幅減，現在も減量効果が継続～～資源も含めて大幅減，現在も減量効果が継続～～資源も含めて大幅減，現在も減量効果が継続～

・燃やすごみ：27.9万ｔ ⇒ 20.0万ｔ（△28%）

・家庭ごみ（燃やすごみ＋資源ごみ等）の原単位

：570ｇ ⇒ 428ｇ（△25％）

25.2 24.6
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H18.10H18.10H18.10H18.10有料指定袋制導入有料指定袋制導入有料指定袋制導入有料指定袋制導入

25.2 24.6 23.6

20.0

(万トン)

業者業者業者業者収集収集収集収集ごみごみごみごみ
～事業ごみも増えることなく減量～～事業ごみも増えることなく減量～～事業ごみも増えることなく減量～～事業ごみも増えることなく減量～

・業者収集ごみ（焼却）：25.2万ｔ ⇒ 19.5万ｔ（△23%）

・業者収集ごみ（焼却＋資源化）

：25.2万ｔ ⇒ 20.0万ｔ（△21％）
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１人１日当たりの家庭ごみの量１人１日当たりの家庭ごみの量１人１日当たりの家庭ごみの量１人１日当たりの家庭ごみの量

・ 家庭ごみの排出量４４１グラム／人・日（平成２５年度）は，政令市２０市中，最少！最少！最少！最少！

（京都市以外の政令市平均の約３/４）

0

200

400

600

800

札
幌
市

仙
台
市

さ
い
た
ま
市

千
葉
市

横
浜
市

川
崎
市

相
模
原
市

新
潟
市

静
岡
市

浜
松
市

名
古
屋
市

京
都
市

大
阪
市

堺
市
神
戸
市

岡
山
市

広
島
市

北
九
州
市

福
岡
市

熊
本
市

（（（（g/人日）人日）人日）人日） 1人人人人1日当たりの生活系ごみ排出量の比較日当たりの生活系ごみ排出量の比較日当たりの生活系ごみ排出量の比較日当たりの生活系ごみ排出量の比較

京都市以外の平均

５８６ ｇ/人･日

平均と京都市の差

１４５ ｇ/人･日

＜出典＞

環境省 「一般廃棄物

処理事業実態調査」
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不法不法不法不法投棄の状況投棄の状況投棄の状況投棄の状況

・ 有料指定袋制導入後，夜間・早朝パトロール夜間・早朝パトロール夜間・早朝パトロール夜間・早朝パトロール，監視カメラの貸与監視カメラの貸与監視カメラの貸与監視カメラの貸与などの不法投棄対策を

実施（監視カメラ設置数：カメラ１２基，ダミーカメラ４７基（平成２６年度末時点））

・ 不法投棄収集量は，有料指定袋制導入以降，減少傾向有料指定袋制導入以降，減少傾向有料指定袋制導入以降，減少傾向有料指定袋制導入以降，減少傾向
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市民意識の市民意識の市民意識の市民意識の変化変化変化変化

・ 有料指定袋制導入前後のアンケート調査結果を有料指定袋制導入前後のアンケート調査結果を有料指定袋制導入前後のアンケート調査結果を有料指定袋制導入前後のアンケート調査結果を比較すると，ごみ問題への関心や，買い物袋の持参と

いったごみ減量の行動割合が高まってごみ減量の行動割合が高まってごみ減量の行動割合が高まってごみ減量の行動割合が高まっているいるいるいる。

19

★ ごみ問題やリサイクルの問題に関心があるか。

★ 買い物袋を持参し，レジ袋はもらわない。

非常に関心がある

ある程度関心がある

あまり関心がない

全く関心がない

不明

いつも実行している

十分ではないが実行して

いる

その他（あまり，全く実行

していない，わからない，

不明



おわりにおわりにおわりにおわりに

■■■■ リバウンドを防ぐための取組が重要リバウンドを防ぐための取組が重要リバウンドを防ぐための取組が重要リバウンドを防ぐための取組が重要

・・・・ 京都市では，京都市では，京都市では，京都市では，有料指定袋制導入以降，様々なごみ減量施策を実施有料指定袋制導入以降，様々なごみ減量施策を実施有料指定袋制導入以降，様々なごみ減量施策を実施有料指定袋制導入以降，様々なごみ減量施策を実施し，し，し，し，市民市民市民市民

の皆様のの皆様のの皆様のの皆様の御理解と御協力により御理解と御協力により御理解と御協力により御理解と御協力により，導入前と比べて，導入前と比べて，導入前と比べて，導入前と比べて家庭ごみが２割以上減少家庭ごみが２割以上減少家庭ごみが２割以上減少家庭ごみが２割以上減少しししし，，，，

今もその今もその今もその今もその減量効果を維持減量効果を維持減量効果を維持減量効果を維持してしてしてしている。いる。いる。いる。

・・・・ 他都市では他都市では他都市では他都市では，制度導入直後のごみ量，さらには導入前のごみ量に戻ってし，制度導入直後のごみ量，さらには導入前のごみ量に戻ってし，制度導入直後のごみ量，さらには導入前のごみ量に戻ってし，制度導入直後のごみ量，さらには導入前のごみ量に戻ってし

まうまうまうまう「リバウンド」が起こっている例もあり「リバウンド」が起こっている例もあり「リバウンド」が起こっている例もあり「リバウンド」が起こっている例もあり，，，，効果的なごみ減量の取組を間効果的なごみ減量の取組を間効果的なごみ減量の取組を間効果的なごみ減量の取組を間

断なく実施断なく実施断なく実施断なく実施していくことが重要である。していくことが重要である。していくことが重要である。していくことが重要である。

■■■■ 有料化財源の活用とその「見える化」有料化財源の活用とその「見える化」有料化財源の活用とその「見える化」有料化財源の活用とその「見える化」

・・・・ 市民の皆様に御負担いただいた貴重な財源市民の皆様に御負担いただいた貴重な財源市民の皆様に御負担いただいた貴重な財源市民の皆様に御負担いただいた貴重な財源を，を，を，を，市民の皆様の御理解と市民の皆様の御理解と市民の皆様の御理解と市民の皆様の御理解と御協御協御協御協

力力力力ををををいただきながら活用していくためにはいただきながら活用していくためにはいただきながら活用していくためにはいただきながら活用していくためには，市民の皆様に，市民の皆様に，市民の皆様に，市民の皆様に事業効果を実感し事業効果を実感し事業効果を実感し事業効果を実感し

てててていただける事業に重点を置くいただける事業に重点を置くいただける事業に重点を置くいただける事業に重点を置くことが重要である。ことが重要である。ことが重要である。ことが重要である。

・・・・ 加えて，有料化財源活用事業をよりわかりやすく伝え，加えて，有料化財源活用事業をよりわかりやすく伝え，加えて，有料化財源活用事業をよりわかりやすく伝え，加えて，有料化財源活用事業をよりわかりやすく伝え，市民の皆様の目に市民の皆様の目に市民の皆様の目に市民の皆様の目に

見える形でＰＲを図っていくことも必要見える形でＰＲを図っていくことも必要見える形でＰＲを図っていくことも必要見える形でＰＲを図っていくことも必要である。である。である。である。
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